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目標Ⅱ 
 
働く場における 
男 女 共 同 参
画 
 
（ 甲 賀 市 女
性 活 躍 推 進
計画） 

基本目標 施策の方向 施策の推進 

４．多様なライフスタイルに 
対応した子育て支援・ 
介護支援の充実 

３．男性のための男女共同 
参画の推進 

２．男女がともに参画できる 
地域づくり 

１．学習機会の充実、意識 
啓発 

４．多様な人々がともに安心 
して暮らせる社会づくり 

３．男女がともに健康で暮ら 
せる社会づくり 

１．男女間におけるあらゆる 
暴力の根絶 

３．ワーク・ライフ・バランス 
（仕事と生活の調和）の推進 

２．女性の働く場への参画・ 
能力発揮に向けた支援 

1. 男女がともに働きやすい 
職場環境の整備 

① 仕事と子育てを両立するための支援 
② 仕事と介護を両立するための支援 

① 情報提供・学習の機会の充実 
② 次世代への男女共同参画の推進 

① 男性にとっての男女共同参画 
② 男性の家庭への参画 

① 地域での男女共同参画の推進 
② 男女共同参画の視点を踏まえた防災対策 

① ＤＶ等暴力を許さない社会づくりの推進 

① 性別・年代等に応じた健康支援の推進 
② 妊娠・出産期における健康支援の推進 
③ 心の健康づくりの推進 

① 安心して相談できる体制づくり 
② DV 等の被害者の安全確保から自立に 

向けた支援 

① 性の多様性を認め合う社会とジェンダー 
平等社会の実現 

② 生活に対して様々な困難を抱える人々へ
の支援 

① 企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の  
 支援 

② 多様なライフスタイルに対応した働き方の 
促進 

① 職場の男女共同参画の推進に関する情
報の提供 

② 仕事と家庭生活を両立するための支援 

① 女性の再就職支援 
② 女性の活躍に向けた起業の支援 
③ 女性の活躍に向けたキャリア形成への 

支援 

 
 
 
目標Ⅰ 
 
家庭・地域に
おける 
男 女 共 同 参
画 

２．DV 等の被害者の保護や 
支援 

 
 
 
目標Ⅲ 
 
男女がともに 
安心して暮ら
せる社会づくり 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 画 の 体 系 

※ 太字:新たに追加した項目  統合:女性の活躍アクションプランを統合した項目  重点:重点項目 

1. 庁内の推進体制                              3. 国、県との連携 

2. 区・自治会、自治振興会等、企業等との連携             4. 計画の進行管理 
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指 標 
実 績 目 標 

平成27年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和6年度 令和10年度 

「男女共同参画社会」認知率 53.3％ ―※2 ―※2 80.0％ 90.0％ 100.0％ 

「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべ

き」という考え方に同感しない人の割合 
34.0％ ―※2 ―※2 60.0％ 65.0％ 70.0％ 

父親の育児参加率 

（各乳幼児健診時の質問

票「現在、お父さんはお子

さんの育児をしています

か」の問に「よくやってい

る」と答えている割合） 

4 ヶ月健診 51.4％※1 61.2％ 60.9％ 60.0％ 70.0％ 80.0％ 

1 歳 8 ヶ月 

健診 
47.5％※1 61.1％ 56.9％ 57.5％ 67.5％ 77.5％ 

3 歳 6 ヶ月 

健診 
45.3％※1 58.2％ 55.7％ 55.0％ 65.0％ 75.0％ 

合計参加率 48.1％ 60.1％ 57.8％ 57.5％ 67.5％ 77.5％ 

区・自治会の役員に（会長・副会長）

に占める女性の割合 
― 4.9％ 3.9％ ― 9.8％ 12.0％ 

※1 平成28年4月1日から10月31日までの数値  ※2 市民意識調査は各目標年度の前年に実施予定 

事業名 取組状況 成果 課題 担当課 

男女共同参画 

推進事業 

新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響によ

り、男女共同参画・女性活

躍をテーマにした出前講

座を実施する機会がな

かったが、ホームページや

条例のリーフレットを配

布し、啓発に努めた。 

出前講座など対面形式での啓発が

できなかったため、市内企業約 600

社への各事業案内通知に条例リー

フレットを同封するなど、あらゆ

る場面でリーフレットを配布する

ことで、周知・啓発につながった。 

固定的性別役割分担意識によ

る「世帯の代表は男性」と

いった考えがまだまだ根強い

ため、SNS などを積極的に活

用した啓発方法をする必要が

ある。 

商工労政課 

地域課題解決 

推進事業 

文書配布の仕分け作業を

通じた就労、世代交流を

支援し、広報等通じて、

気軽に参加できるよう働

きかけた。また、引き続

き区長会等の場で啓発な

どの働きかけや意見交換

を行った。 

区長連合会において、男女共同参

画について説明し、女性の積極的

な参画を呼び掛けた。また、希望

ケ丘まちづくり協議会では、子育

て世代の女性が学区内に配布する

行政文書やチラシ等の仕分け作業

を担うなど、閉じこもりがちな子

育て世代の女性間の交流が図られ

同時に社会参加機会や自治会活動

参加の機会を創出した。 

女性が役員を担う自治振興会も

少しずつ広がっているが、区自

治会といった基礎的コミュニ

ティにおいては女性の参画が進

んでいない。地域別グランドデ

ザインを進めるに当たり、区・

自治会、自治振興会その他各種

委員会への女性の参画を促す必

要がある。 

市民活動推進課 

人権教育啓発 

事業 

女性の人権やジェンダー

に関わる啓発チラシの作

成や啓発 DVDの購入・案

内をすることで啓発に努

めた。 

コロナ禍で市内の各区・自治会が

実施する懇談会は中止となった

が、無意識の思い込みにかかわる

啓発紙を作成した。 

コロナ禍で、集会形式により市

民間の共通理解を深めることは

難しかった。 人権推進課 

子育て世代包括

支援事業 

プレパパママ教室（妊娠期

の教室）を月 1回開催し

た。妊娠期～子育て期を対

象とした訪問、相談を行っ

た。 

参加者延べ 127 人（内男性 64

人）コロナの影響で産院に立ち入

ることができない夫が、妊娠中の

体の変化の理解と沐浴、調乳等の

実習を積極的に受講されている姿

が多く見られた。 

コロナの影響で夫の産院への出

入りが中止されていたことか

ら、教室受講希望者が増加し

た。父となる男性への保健指導

の在り方を検討する必要があ

る。 

すこやか支援課 

基本目標 

Ⅰ 

実績数値 

主な取組 
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子育て応援啓発事

業 

子ども子育て情報

発信ポータルサイ

ト事業 

各子育て支援セン

ター運営事業 

子育て支援センターにおい

ては、父親向け講座を実施

し、ポータルサイトやイン

スタグラム等を通じて情報

の発信を行った。 

父親対象のオープンルームを R3

年度より回数を増やして開催。3

か所の子育て支援センターで「お

とうさんとオープンルーム」を 13

回開催。父親にターゲットを絞

り、参加しやすくした。 

（参加者延べ 108 人） 

一方通行の情報発信や啓発は引

き続き実施するが、成果や効果

を指標で測れないことが課題で

ある。 子育て政策課 

在宅福祉支援事業 

在宅で高齢者を介護する家

族の支援として各種事業の

助成を行った。 

・在宅寝たきり高齢者等介護激励

金支給事業   対象者  297 人 

・介護用品購入費助成事業  

        対象者 1310 人 

・徘徊高齢者家族支援サービス事

業       対象者     3 人 

・徘徊高齢者事前登録事業 

        対象者    73 人 

 

高齢者を見守る地域のしくみづ

くりや支援者の体制の強化等も

検討する必要がある。 

 

長寿福祉課 

昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策が行われる中ではあったが、SNS

などオンラインを活用した研修会や講座などの開催を通して、家庭や地域における男女共同

参画等について周知・啓発をはじめ、理解を深める機会の提供を行った。ただ、父親の育児

参加率の減少は、無回答（母子家庭、外国籍家庭）の増加によるためであり、家庭構成の課

題と言語および文化の違いが影響していると考えられる。また、区・自治会の役員に占める

女性の割合も減少しており、まだまだ世帯主が地域役員へ選出されることが多く、地域での

女性参画への推進方法を検討する必要がある。 

総 括 
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指 標 
実 績 目 標 

平成27年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和6年度 令和10年度 

ワーク・ライフ・バランスに「同感する」

又は「どちらかといえば同感する」とす

る回答率 

67.4％ ―※7 ―※7 80.0％ 87.5％ 95.0％ 

滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企

業登録企業数 

48社 

(累計) 

62社 

（累計） 

62社 

（累計） 

70社 

（累計） 

75社 

（累計） 

80社 

（累計） 

30歳から39歳までの女性の就業率 67.7％※4 71.1％※5  71.1％※6 73.0％ 75.0％ 80.0％ 

市内企業における女性の管理職率 ― 7.6％   ％※8 ― 14.0％ 20.0％ 

市内企業における男性の育児休業取得

率 
― 12.4％   ％※8 ― 30.0％ 33.0％ 

滋賀県イクボス宣言企業登録数 ― 69社 78社 ― 70社 100社 

※3 平成27年の調査では「どちらともいえない（0.8％）」「わからない、または「ワーク・ライフ・バランス」の言葉を 

知らない（35.8％）」の選択肢がないため、比較には注意が必要 

※4 平成22年度国勢調査の数値 ※5 平成27年度年度国勢調査の数値  ※6 令和2年度国勢調査の数値  

※7 市民意識調査は各目標年度の前年に実施予定 

※8 事業所意識調査の結果（今年度実施中） 

基本目標 

Ⅱ 

実績数値 



 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

事業名 取組状況 成果 課題 担当課 

女性の活躍推進

事業（ワーク・

ライフ・バラン

ス推進事業） 

市内企業に対しイクボス宣

言の普及促進を行うと共

に、ワーク・ライフ・バラ

ンスや女性活躍推進の主体

的な取組を支援した。 

キックオフ講演会に市内企

業から延べ 33 社、イクボス

KOKA ネットワーク連続講座

に 15 社が参加し、企業間交

流の場を提供することがで

きた。 

イクボス宣言企業：103 社 

イクボス KOKA ネットワー

ク：13 社 

イクボス KOKＡネットワーク

を中心に学校・地域と連携

し、それぞれの課題解決に

向けた具体的な取組みが必

要である。 

商工労政課 

企業経営者・管理職対象に

意見交換会を開催した。 

ワーク・ライフ・バランス

や女性活躍推進に関する連

続セミナーを実施し、啓発

をおこなった。参加企業

数：延べ 15 社 19 人。 

女性活躍に先進的に取り組

んでいる企業の視察など、

様々な情報提供の手段を検

討する必要がある。 

女性の活躍推進

事業（女性のた

めの就労支援事

業） 

働きたい女性を対象とした

託児付きの合同就職面接会

と就労相談を実施した。 

女性活躍推進のためのお仕

事フェアでは、32 人が参加

し、7 人が就労に結び付い

た。マザーズ就労相談で

は、11 人が参加し、4 人が

就労に結びついた。 

子育て中の女性が、安心し

て相談できる常設の相談窓

口の設置について検討する

必要がある。 
商工労政課 

女性活躍推進事

業（女性の起

業・キャリア

アップ支援事

業） 

 

女性専門家による女性のた

めのオンライン起業相談を

実施した。 

6 月から 1 月まで実施し、延

べ 119 人に相談を行った。

各起業段階に応じたきめ細

かい支援を行うことができ

た。 

継続相談を希望する声が多

かったため、次年度も引き

続き事業化を検討する必要

がある。 

商工労政課 

商工会と連携し、起業や

キャリアアップを考えてい

る女性を対象に女性の創業

セミナーやビジネスプラン

発表会を開催した。 

女性の創業セミナーを 3 回

開催し、延べ 39 人が参加。

起業に必要な基礎知識を学

んだ。ビジネスプラン発表

会は 41 人が参加し、起業に

向けてのモチベーション

アップを図ることができ

た。 

起業段階に応じたきめ細か

い支援を各支援機関と連携

しながら実施する必要があ

る。 
商工労政課 

女性の資格取得企業支援事

業補助金制度で市内企業等

が負担した経費の一部を助

成した。また、制度を検証

し、より利用しやすく一部

改正を行った。 

市内企業 13 社 27 人に補助

金を交付した。 

利用しやすい制度設計の検

討と、制度の周知および利

用促進が必要である。 
商工労政課 

企業内人権研修

事業 

女性活躍推進事

業（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗ

ﾝｽ推進事業） 

市内企業に育児休業制度の

改正について、リーフレッ

トを配布した。 

出前講座など対面形式での啓

発はできなかったが、市内企

業約 600 社への事業案内通知

に育児休業改正のリーフレッ

トを同封するなど、あらゆる

場面でリーフレットを配布

し、男性の育児取得について

情報提供を行った。 

事業所意識調査では、市内企

業の男性の育児休業取得率

は、全国平均より高くなって

いるものの、取得期間は女性

に比べ短期間である。 
商工労政課 

主な取組 
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昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら事業を実施したた

め、参加者が少なかったり、開催できなかった事業もあり、周知・啓発する機会が少なかっ

た。女性の起業支援事業では、昨年度に続きオンライン起業相談を実施し延べ 119 人の利用

があり、起業段階に応じたきめ細かい支援と継続した相談支援ができた。また、キックオフ

講演会には延べ 33 社、イクボスＫＯＫＡネットワーク連続講座には 15 社が参加。企業間交

流の場を提供でき、イクボス宣言企業は 103 社、イクボス KOKA ネットワークは 13 社となっ

た。今後はイクボス宣言企業の拡大をはじめ、イクボス KOKA ネットワー企業への参加企業

の拡大と、学校、地域と連携した事業を展開していく必要がある。また、男性の育児休業取

得率は高いものの、短期間の取得であるため今後取得日数の増についても啓発が必要であ

る。 

総 括 
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事業名 取組状況 成果 課題 担当課 

ＤＶ防止支援事業 

強化週間や運動期間に

合わせて広報紙・HP・

あいコムこうかなどを

利用した周知・啓発を

行った。 

広報こうかに、強化週間や機

関に合わせた啓発と相談窓口

を掲載。また個別相談実施時

（７０名）にＤＶ防止の啓発

と相談窓口の案内ができた。 

ＤＶやデートＤＶについ

ての認知度が低い。 

家庭児童相談室 女性相談員を配置。被

害者のニーズに合わせ

て相談に対応。また、

一時避難が必要な場合

は安全を確保して実

施。 

DV に関する相談に対応し、

支援のために必要な関係機関

との調整を行った。 

相談内容の複雑化、相談

の増加に伴い、相談を受

ける者のスキルアップと

人員の確保が必要であ

る。 

生活困窮者自立支援

事業 

自立相談支援事業 

生活扶助支給事業 

被害者の状況により、

生活保護制度の利用の

他、生活困窮者自立支

援法に基づく支援など

関係機関と連携し必要

な住居支援を行った。 

必要に応じて、生活保護の申

請支援を行ったほか、関係機

関と連携し、安心して生活で

きる住居の確保に向けた支援

を行った。 

就労や、子育てなど生活

状況に見合った安心して

生活できる住居の確保が

必要である。 
生活支援課 

特定不妊治療助成事

業 

不育症治療費助成事

業 

保険外適応の治療に対

して経済的支援を行っ

た。 

特定不妊治療については県の

助成をうけた後、自己負担が

ある夫婦に上限 50,000 円の

助成を行った。 

 

一般不妊治療費・不育症

治療費助成事業の周知と

妊娠・出産を希望してい

る夫婦への支援が必要で

ある。 

すこやか支援課 

教育振興一般事務 

小学校教育振興事務 

中学校教育振興事務 

制服や服装等について

保護者、本人の意向を

尊重した対応を行い、

その理解に努めた。 

本人が安心して相談し、学校

生活を送ることができた。 

保護者や周りの児童・生

徒の理解をより高めてい

く必要がある。 学校教育課 

消防活動推進事業 

災害対策事業 

災害対策事務 

人権推進課、女性活躍

推進室、国際交流協

会、スマイルきずなの

会、女性消防隊、女性

議員をメンバーとして

避難所運営マニュアル

について、女性目線や

多様性への対応に係る

意見交換を行った。 

女性視点での避難運営マニュ

アルの見直しとして、避難所

運営委員会への女性参加、男

女別更衣室の設置、女性によ

る女性用品等の配布、性別に

偏らない活動分野について記

載を追加した。 

男女共同参画や多様な性

等に対する視点をどのよ

うに避難所運営マニュア

ルに反映し具体化してい

くか。また、地域住民に

浸透させていくか検討が

必要。 

危機管理課 

指 標 
実 績 目 標 

平成27年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和6年度 令和10年度 

ＤＶ・デートＤ

Ｖの認知率 

ＤＶ 87.9％ －※9 －※9 95.0％ 96.5％ 98.0％ 

デートＤＶ 61.3％ －※9 －※9 80.0％ 85.0％ 90.0％ 

ＤＶ被害経験が

ある又は見聞き

経験がある割合 

受けたことがある 8.3％ －※9 －※9 5.0％以下 4.0％以下 3.0％以下 

見聞きしたことがある 27.9％ －※9 －※9 20.0％以下 12.0％以下 10.0％以下 

※9 市民意識調査は各目標年度の前年に実施予定  

基本目標 

Ⅲ 

実績数値 



 8 

主な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＤＶ、デートＤＶは認知度が低いため、防止啓発と相談窓口の周知、また関係機関との連携

強化に努めた。また、児童や生徒の制服や服装等について、本人や保護者の意向を尊重した

対応を行うとともにその理解に努めることができた。さらに、避難者の特性に合わせた避難

所を運営するため、女性目線や多様性を尊重した避難所運営マニュアルの見直しに向けた意

見交換を行うことができた。引き続き関係機関との連携の強化と周知・啓発による地域住民

への理解を深める必要がある。 

指 標 
実 績 目 標 

平成27年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和6年度 令和10年度 

市の附属機関等における女

性委員の登用率 
27.4％ 30.3％ 31.7％ 32.0％ 36.0％ 40.0％ 

事業名 取組状況 成果 課題 担当課 

男女共同参画

推進事業 

各審議会等の女性の登

用について状況調査を

行った。 

調査結果を審議会、本部会で

報告しホームページで公表。

市の男女共同参画の現状につ

いて周知することができた。 

団体選出の場合、男性割合が高

くなる傾向があり、団体設立の

趣旨や特徴に応じた女性委員選

出への啓発が必要である。 

商工労政課 

甲賀市附属機

関の選任に関

する指針 

担当部署あて四半期ご

とに附属機関の会議の

公開状況を照会する中

で、委員の女性登用に

ついて４０％以上にな

るよう周知を行った。 

年４回、附属機関の担当部署

あてに女性の登用率向上につ

いての意識づけができてい

る。 

充て職による選任については、

男性の選任傾向が強く、女性の

選任機会を作ることに工夫が必

要である。また、継続して周知

を図る必要がある。 

総務課 

職員研修事業

人事評価事業 

人事評価の結果につい

ては、女性がいきいき

と働き続けることがで

きる職場環境の実現、

風土醸成に向け、引き

続き昇任等の参考材料

として適正に活用し

た。また、女性職員の

モチベーションアップ

研修を実施した。 

管理職に占める女性の割合 

【R4.4.1 現在】 

対象管理職数 216 人 

うち女性職員  81 人(38%) 

【R3.4.1 現在】 

対象管理職数 226 人 

うち女性職員  82 人(36%) 

女性管理職が少ない要因として

育児等を理由に係長昇任を希望

しない女性職員が一定数見られ

るため、より働きやすい職場の

実現に向けて働き方改革を推進

するとともに、ライフイベント

によって昇任意欲が低下するこ

とがないよう取り組む必要があ

る。 

人事課 

推 進 体 制 

総 括 

実績数値 
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総 括 
 

男女共同参画、女性活躍の推進に向け職員意識調査を実施した結果、女性職員の仕事に対

するモチベーションや昇任に対する意欲が低いため、職員の働き方改革、ワーク・ライフ・

バランスへの部局横断的な取組みを進める必要がある。また、区、自治会、自治振興会と市

内企業と連携した事業を展開するなど、男女共同参画や女性活躍の推進に工夫が必要であ

る。 


